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国家賠償請求事件 

東京地方裁判所平成２６年（ワ）第３０１０４号 

平成２７年１０月２６日民事第４２部判決 

口頭弁論終結日 平成２７年７月６日 

 

     

主   文 

 

１ 被告は，原告に対し，３００万９３１３円及びうち３１万６４３９円に対する平成１

２年３月１日から，うち３１万９８６０円に対する平成１３年３月１日から，うち３１万

９８６０円に対する平成１４年３月１日から，うち２３万５６６１円に対する平成１５年

３月１日から，うち２４万２７８０円に対する平成１６年３月１日から，うち２４万９８

６３円に対する平成１７年３月１日から，うち２５万８８４７円に対する平成１８年３月

１日から，うち２５万９２３８円に対する平成１９年３月１日から，うち２５万９２３８

円に対する平成２０年３月１日から，うち２５万９２３８円に対する平成２１年３月１日

から，うち２８万８２８９円に対する平成２２年３月１日からそれぞれ支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用はこれを１０分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。 

４ この判決は，原告勝訴部分に限り，仮に執行することができる。 

 

第１ 請求 

 被告は，原告に対し，３３４万３６８２円及びうち３５万１５９９円に対する平成１２

年３月１日から，うち３５万５４００円に対する平成１３年３月１日から，うち３５万５

４００円に対する平成１４年３月１日から，うち２６万１８４６円に対する平成１５年３

月１日から，うち２６万９７５６円に対する平成１６年３月１日から，うち２７万７６２

６円に対する平成１７年３月１日から，うち２８万７６０８円に対する平成１８年３月１

日から，うち２８万８０４２円に対する平成１９年３月１日から，うち２８万８０４２円

に対する平成２０年３月１日から，うち２８万８０４２円に対する平成２１年３月１日か

ら，うち３２万０３２１円に対する平成２２年３月１日からそれぞれ支払済みまで年５分

の割合による金員を支払え。 

 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

 本件は，原告の父Ｄ（以下「Ｄ」という。）において，地方税法３４９条の３の２，同法

７０２条の３が規定する住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の特例（以下「住宅
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用地の特例」という。）が適用されるべき土地を所有していたが，平成１１年度から平成２

１年度まで世田谷都税事務所長が同土地に住宅用地の特例を適用しなかったため，固定資

産税及び都市計画税（以下，両税を併せて「固定資産税等」という。）を，過剰に納付させ

られたことにつき，原告が他の相続人との遺産分割合意により，前記過納付に係るＤの被

告に対する損害賠償請求権を単独で相続したと主張して，国家賠償法１条１項に基づき，

被告に対し，前記過納付相当額の損害賠償として３０３万９７１５円及び弁護士費用３０

万３９６７円の合計３３４万３６８２円並びに各不法行為日（過納付日）の後の日から支

払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

２ 前提事実（証拠等の記載のない事実は当事者間に争いのない事実である。証拠等の記

載は、明示しない限り枝番を含む。） 

（１）当事者等 

ア Ｄは，昭和５８年４月１９日，別紙物件目録記載１の土地（以下「本件土地」という。）

の所有権を相続により取得し，平成２５年１０月１日に死亡するまで同土地を所有してい

たもので，本件土地以外にも賃貸用の不動産等を複数所有して不動産賃貸業を行っていた

者である。  

 Ｄの法定相続人は，妻であるＥ，長男の原告，二男のＦであった。 

（甲７，９，１０，弁論の全趣旨） 

イ 原告は，前記法定相続人間の遺産分割合意に基づき，本件土地の所有権を単独で相続

した。 

 また，原告は，平成２６年１０月２１日，Ｄの共同相続人であるＥ及びＦとの間で，本

件土地に対する平成１１年度分から平成２１年度分までの固定資産税等の過納付に関する

損害賠償請求権を原告が単独で取得する旨の遺産分割の合意をした。 

（甲１，８，弁論の全趣旨） 

ウ 被告は，その区域内に所在する本件土地について固定資産税等を課税した地方公共団

体であり，世田谷都税事務所長は被告の職員である。 

（２）本件土地の利用状況 

 本件土地上には，同土地を賃借していたＧが昭和５１年７月３０日に建築して所有権保

存登記を了していた別紙物件目録記載２の建物（以下「本件建物」という。）が存在してお

り，本件土地は，Ｄが所有権を取得した昭和５８年当時から外観上住宅用地の特例の適用

要件を満たす状況にあった。 

（甲１，２，３，弁論の全趣旨） 

（３）平成６年度から平成１０年度までの課税状況 

 本件土地の固定資産税等の賦課徴収権限を有する世田谷都税事務所長は，Ｄに対し，本件

土地の固定資産税等につき，平成６年度課税分から平成１０年度課税分までは住宅用地の特

例を適用した金額を納税額として通知し，これに基づきＤに固定資産税等を納税させた。 
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（４）平成１１年度分から平成２１年度分までの過納付 

 世田谷都税事務所長は，平成１１年度課税分から平成２１年度課税分まで，本件土地に

住宅用地の特例を適用することなく，別紙課税額等一覧表の既課税額欄の金額を納税額と

してＤに通知し（以下，「本件課税処分」という。），Ｄは各年度の２月末日までに通知され

た納税額を固定資産税等として被告に納付した。 

 本件土地に住宅用地の特例を適用した場合の納税額は，別紙課税額等一覧表の住宅用地

の特例適用時の課税額欄記載の金額であり，別紙課税額等一覧表の差額欄記載の各金額（合

計３０３万９７１５円）につき，固定資産税等の過納付が生じた。 

（５）平成２２年度分から平成２５年度分までの過納付及び還付 

 世田谷都税事務所長は，平成２２年度課税分から平成２４年度課税分までの本件土地に

対する固定資産税等についても，住宅用地の特例を適用することなく算出した納税額をＤ

に通知し，また，Ｄ死亡後は，平成２５年度課税分について同様に算出した納税額を原告

に通知し，Ｄは平成２４年度まで，各年度の２月末日までに通知された納税額を固定資産

税等として被告に納付し，原告も同様に平成２６年２月末日までに通知された納税額を固

定資産税等として被告に納付した。 

 原告は，同年６月１８日，世田谷都税事務所を訪問し，本件土地に対する固定資産税等

の金額について疑義がある旨を指摘したところ，被告は，本件土地に対する平成２２年度

課税分から平成２５年度課税分について，住宅用地の特例を適用して課税標準額を修正し，

その旨を原告に対して通知し，平成２６年７月３１日，本件土地の固定資産税等につき，

税額変更の賦課決定をし，原告に対して固定資産税・都市計画税決定通知書を送付した上，

同年９月３０日までに平成２２年度から平成２５年度までの過納付額合計１１５万２８０

０円及び還付加算金合計８万５２００円を原告に還付した。 

（甲４，５，６） 

３ 争点及びこれらに対する当事者の主張 

（１）世田谷都税事務所長が，本件土地に対する平成１１年度課税分から平成２１年度課

税分の固定資産税等の賦課徴収において，住宅用地の特例を適用することなく本件課税処

分を行ったことが国家賠償法上違法であり，被告担当職員に過失が認められるか。 

（原告の主張） 

ア 固定資産税等については，地方税法上申告納税方式ではなく，賦課課税方式が採用さ

れており，住宅用地の特例は，住宅用地の要件を満たす土地の課税標準額を通常よりも低

額にすることによって，同土地の固定資産税を減額しようとするもので，同特例の適用に

つき，住宅用地の所有者の申告は要件とされておらず，また，被告担当職員は住宅用地の

要件を満たす土地につき，同特例を適用するか否かの裁量を有するものではない。 

 そして，都税事務所長は，東京都都税条例１３６条の２第１項の住宅用地の申告の有無

にかかわらず，個別住民との関係で，住宅用地の特例の適用要件の有無を調査し，同特例

が適用される土地については同特例に従って算出した価格（評価額）を固定資産課税台帳
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に登録した上，この価格に基づき固定資産税等の課税決定をすべき職務上の義務を負って

いるというべきである。 

イ 本件では，本件土地に対する固定資産税等の課税につき，少なくとも平成６年度課税

分から平成１０年度課税分までは住宅用地の特例を適用した税額の賦課徴収がなされてお

り，しかも平成１０年度及び平成１１年度の前後において，同特例の要件を満たす前提事

実たる本件建物の存在という客観的事情に何ら変更はなかったことからすれば，世田谷都

税事務所長は，住宅用地の特例の適用を外す理由がないのにこれを外すという単純かつ明

白な誤りを犯すに至っている。 

 よって，世田谷都税事務所長は，本件土地の課税行為の検討に当たって職務上尽くすべ

き義務を怠っているといえ，同所長が住宅用地の特例を適用せず本件課税処分を行ったこ

とは，国家賠償法１条１項の適用上違法であるというべきであり，同所長に過失があった

ことも明白である。 

（被告の主張） 

 争う。 

（２）消滅時効の成否 

（被告の主張） 

 本件土地における各年度の課税状況について，平成１１年度以降の各年度の６月にＤに

対して送付された課税明細書には（全部）非住宅用地又は非住宅用地減免と記載されてお

り，また同書には，課税明細書とともに住宅用地の特例や課税明細書に住宅用地の特例の

適用の有無が表示されていること等を説明する文書が同封されていた。また，Ｄは，本件

土地のほか賃貸用共同住宅を複数所有して不動産所得を有しており，本件土地の固定資産

税等は所得税上の必要経費として計上していたものと解されるから，Ｄ又は同人の確定申

告業務を代理していたＨ税理士（以下「Ｈ税理士」という。）において，平成１１年度に本

件土地に対する納税額が前年度の４倍にも上昇したことを遅くとも平成１２年３月の確定

申告時には認識していたと推認でき，次年度以降についても，遅くとも確定申告を行う時

期である各年度末である３月時点には認識していた。 

 よって，仮に平成１１年度課税分から平成２１年度課税分までの固定資産税等について，

Ｄに，過納付によって被告に対する損害賠償請求権が発生したとしても，当該請求権は既

に時効により消滅しているといえるから，被告はこれを援用するとの意思表示をした。 

（原告の主張） 

 否認ないし争う。 

 Ｄは，本件土地の外にも賃貸用共同住宅を複数所有していたため，確定申告時に必要経

費として算入する固定資産税等についても，本件土地を含む複数の不動産に関する固定資

産税等を合計したものをまとめて経費として計上していたのであって，本件土地に関する

もののみを個別に経費として認識していた事実はない。また，Ｄが，平成１０年度の確定

申告時に経費計上した租税公課の金額は，９３６万０５８０円である一方，平成１１年度
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の金額は９０３万９７８０円であり，むしろ前年と比べて減少しているのであり，本件土

地に関する固定資産税等が占める割合はわずか数％にすぎないことからすれば，Ｄが本件

土地に対する固定資産税等の税額の急激な上昇を認識していたとはいえない。 

 さらに，Ｄは本件土地に対する固定資産税等の過大な課税について不服申立てや問合せ

を行っていないもので，自らの資産に過大な課税がされていることを知っていたのであれ

ば，課税庁に対して何らの問合せもしないままこれを放置することは考え難い。 

 したがって，Ｄは本件土地について過大な課税をされていることを認識していたとはい

えない。 

（３）原告の損害及び過失相殺の有無 

（原告の主張） 

ア 世田谷都税事務所長による違法な本件課税処分により，Ｄには，過納付した固定資産

税等の合計３０３万９７１５円相当額の損害が生じている。また，違法な本件処分と相当

因果関係のある弁護士費用としては，前記損害額の１割である３０万３９６７円と考える

のが相当である。 

イ 過失相殺の主張については争う。 

 被告の主張するような記載を踏まえて課税明細書の記載を注意深く検討するような納税

者はごくわずかであり，大半の納税者は東京都税事務所の認定を鵜呑みにして何らの疑念

も持たないのが実情である。 

 本件は，もともと住宅用地の特例の適用要件を備え，実際に同特例の適用を受けていた

ところ，本件土地上の建物の存在という客観的事実に何らの変化がないのに世田谷都税事

務所長は平成１１年度から突然同特例の適用を認めなかったという単純かつ明白な誤りを

犯し，これを長期間放置しているのであって，このような被告側の過失の重大さに鑑みれ

ば，本件で過失相殺を行うべき理由はない。 

（被告の主張） 

ア 損害額は争う。 

 弁護士費用相当損害金は，訴訟委任により発生するものであるからＤに生じた損害では

ない。仮に，弁護士費用相当額が本件課税処分により生じた損害であるとしても，本件違

法行為時から実際に弁護士費用を支払う必要が生じた時点までの中間利息は控除されるべ

きである。 

イ 各年度の６月頃にＤに送付されていた課税明細書には（全部）非住宅用地又は非住宅

用地減免との記載があったこと，住宅用地の特例や課税明細書に住宅用地の特例の適用の

有無が表示されていること等を説明する文書が同明細書に同封されてＤに送付されていた

こと，Ｄは平成１１年度に本件土地に対する納税額が前年度の４倍にも上昇したことを本

件土地の固定資産税等を所得税上の必要経費として計上する際に容易に認識できたことに

照らし，Ｄには損害の発生及びその拡大につき過失があったというべきである。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（本件課税処分の国家賠償法上の違法の有無及び世田谷都税事務所長の過失

の有無）について 

（１）世田谷都税事務所長が，本件土地の固定資産税等を過大に賦課徴収したことが国家

賠償法１条１項にいう違法に当たるか否かは，固定資産税等を過大に賦課徴収したという

結果のみをもって判断されるべきではなく，被告担当職員が資料を収集し，これに基づき

課税要件事実を認定，判断する上において，職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたか

否かにより判断するのが相当である（最高裁第一小法廷平成５年３月１１日判決・民集４

７巻４号２８６３頁参照）。 

（２）地方税法は，固定資産税等の徴収につき，申告納税方式ではなく，賦課課税方式を

採用しているものと解され，同法３４９条の３の２及び７０２条の３の規定からすれば，

住宅用地の特例の適否につき，被告に裁量は認められていないと解されること，また，同

各条において，住宅用地の特例の適用に当たり，土地所有者の申告は要件とされておらず，

同法４０３条２項は，固定資産の評価の適正と均衡を確保するため，固定資産の評価に関

する事務に従事する市町村の職員は，納税者と共にする実地調査，納税者に対する質問，

納税者の申告書の調査等のあらゆる方法により，公正な評価をするように努めなければな

らないと規定していることからすれば，被告担当職員は，納税義務者からの住宅用地の申

告の有無にかかわらず，住宅用地の特例の適用要件の有無を調査し，同特例が適用される

土地については同特例を適用し，固定資産税等の課税を行うべき職務上の義務を負ってい

るというべきである。 

 本件では，前記第２の２（２）ないし（４）のとおり，世田谷都税事務所長は，本件土

地において住宅用地の特例が適用されるべきであったのに，平成１１年度課税分から平成

２１年度課税分まで住宅用地の特例を適用せず本件課税処分を行ったこと，世田谷都税事

務所長は，本件土地につき，平成６年度課税分から平成１０年度課税分については住宅用

地の特例の適用があるものとして固定資産税等の賦課徴収を行っていたが，平成１１年度

の固定資産税等に関し，住宅用地の特例の適用がないことを前提とする固定資産税等の賦

課徴収を行うに至り，その後同様の取扱いを継続しているところ，平成１０年度から平成

１１年度にかけて，住宅用地の特例の適用要件に関し本件土地には何らの客観的状況の変

化がなかったものと認められる。そして，このような事実経過に加え，被告は世田谷都税

事務所長においてこのような取扱いをすることが相当であると判断すべき合理的な理由の

主張及び証拠の提出を何らしておらず，全証拠を検討してもそのような合理的理由を見出

すことができないことを総合考慮すると，世田谷都税事務所長が本件課税処分にあたり，

被告担当職員において，通常尽くすべき職務上の注意義務を尽くしていなかったものと認

められる。 

 したがって，世田谷都税事務所長の本件課税処分は，住宅用地の適用を前提とすれば固

定資産税等の賦課徴収が認められない納税額を通知して徴収した点において，国家賠償法



東京地裁 平成 26（ワ）30104 

7 

 

１条１項の適用上違法であり，被告担当職員である世田谷都税事務所長に過失があったと

認められる。 

２ 争点（２）（消滅時効の成否）について 

 被告は，Ｄ又は同人から確定申告業務を受任したＨ税理士が，世田谷都税事務所長の本

件課税処分が国家賠償法上違法であることについて，遅くとも確定申告を行う時期である

平成１１年から平成２１年の各年度の３月時点で認識していたと主張する。 

 しかし，Ｄが固定資産税等を過大に納付させられ，それにより損害が生じていることを

認識していたのであれば，直ちに都税事務所に問合せて過納付した金銭の返還を求め，ま

たその後の固定資産税等の課税につき適正な対応を求めるのが自然であるが，前記第２の

２（４）（５）のとおり，Ｄは，平成２４年度まで世田谷都税事務所長の課税通知に従い過

納付を行っていたことからすると，Ｄが各年度の３月時点で本件課税処分が違法であるこ

とを認識していたとは認められない（なお，被告は，Ｄの代理人であるＨ税理士を基準に

本件課税処分が不法行為に該当することの認識の有無を判断すべきであると主張するが，

Ｈ税理士はＤから確定申告業務を受任した税理士にすぎず《甲９，１０》，本件課税処分を

受けることについてＤを代理するような関係にあった者ではないから，被告の主張は採用

できない。）。 

 したがって，被告の前記主張は認められず，消滅時効の主張は，損害及び加害者を知っ

た時から３年間の時効期間の経過が認められないものとして理由がない。 

３ 争点（３）（原告の損害及び過失相殺の有無）について 

（１）前記第２の２（４）のとおり，本件課税処分によるＤの過納付額は合計３０３万９

７１５円であると認められ，Ｄは，前記１のとおり国家賠償法上違法であると認められる

本件課税処分と相当因果関係のある損害として同額の損害を被ったものと認められる。 

（２）過失相殺 

ア 一般に，税務の専門家ではない納税義務者は，都税事務所長の通知が正当なものと信

じ，その課税内容の妥当性を精査することなく納税を行うことも無理からぬものと考えら

れ，地方税法上は，住宅用地の特例の適否を含めた固定資産評価及び賦課税額決定を原則

として課税庁の責務としていると解されること，Ｄは，平成１０年以降本件土地の利用状

況に変更を生じさせた事実はなく，東京都都税条例１３６条の２第１項に基づく申告義務

を負っていたものとは認められないことからすると，Ｄが，本件課税処分が適正なものと

信じてその通知に係る納税額を納付したことはやむを得ないものであったと解される。も

っとも，証拠等（末尾に記載する。）によれば，Ｄは，本件課税処分がされた当時，本件土

地以外にも賃貸用の不動産等を複数所有して不動産貸付業を行っていたもので，その所有

に係る不動産の固定資産税等の額について関心を有しているのが通常であるところ（前記

第２の２（１）），本件土地に対する平成１１年度課税分以降の固定資産税等の納税額は，

平成１０年度までの納税額と比較して４倍にも増額となっていたもので，Ｄは，税制上の

特段の変更等がないのに，本件土地の固定資産税等が増額となっていたことの異常さを認
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識することができたと認められること，世田谷都税事務所長は，Ｄに対し，本件土地に関

する平成１１年度課税分以降の本件課税処分において，平成１０年度までと異なり，（全部）

非住宅用地又は非住宅用地減免と記載した課税明細書を送付するとともに，住宅用地には

固定資産税等につき税負担の軽減等の特例措置があることなどが記載された書面を同封し，

平成１３年度から平成１７年度までは，同書面に加え，住宅用地の税負担の軽減に関し，

課税明細書の備考欄の課税区分を確認し，土地の利用状況との相違がないかの確認を求め

る旨を記載した書面を同封していたこと（乙３，弁論の全趣旨），以上のような経過にあっ

て，Ｄは，本件土地の固定資産税等の納税額が適正額であるか否かを確認することもなか

ったこと（弁論の全趣旨）が認められる。 

イ そうすると，Ｄにおいて本件課税処分が，それまで適用していた住宅用地の特例を，

何らの事情の変更がないのに適用外のものと不利益に扱ってされたものであることを認識

することができたというべきで，本件課税処分の内容が適正ではないことを，前記課税明

細書の内容を確認することによって容易に知り得たものと認められるから，本件課税処分

に従って行った過納付による損害について，損害額の１割を過失相殺するのが相当である。 

（３）過失相殺後の損害額 

 Ｄの前記（２）の過失相殺後の損害額は，平成１１年度分が２８万７６７２円，平成１

２年度分が２９万０７８２円，平成１３年度分が２９万０７８２円，平成１４年分が２１

万４２３８円，平成１５年度分が２２万０７１０円，平成１６年度分が２２万７１４９円，

平成１７年度分が２３万５３１６円，平成１８年度分が２３万５６７１円，平成１９年度

分が２３万５６７１円，平成２０年度分が２３万５６７１円，平成２１年度分が２６万２

０８１円となる。 

（４）弁護士費用 

 本件課税処分により生じた損害の賠償を求める国家賠償請求訴訟を提起するにあたって

は，通常，弁護士に依頼することが必要であると考えられることに加え，本件の事案の複

雑さや専門性の高さ等本件に関する一切の事情を考慮すると，前記（３）の各損害額の１

割に相当する金額（平成１１年度分が２万８７６７円，平成１２年度分が２万９０７８円，

平成１３年度分が２万９０７８円，平成１４年分が２万１４２３円，平成１５年度分が２

万２０７１円，平成１６年度分が２万２７１４円，平成１７年度分が２万３５３１円，平

成１８年度分が２万３５６７円，平成１９年度分が２万３５６７円，平成２０年度分が２

万３５６７円，平成２１年度分が２万６２０８円）をもって，被告の違法行為と相当因果

関係を有する弁護士費用相当額の損害と認めるのが相当である。 

 なお，この弁護士費用相当額の損害は，違法な本件課税処分による損害として不法行為

時に生じたものと解されるべきものである。また，同損害は，実際に原告が負担した時点

における弁護士費用額を損害として認めるものではなく，不法行為によって通常生ずべき

損害の範囲の弁護士費用相当額を損害に加算するものであるから，被告の中間利息を控除

すべきとの主張は採用しない。 
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第４ 結論 

 以上によれば，原告の本訴請求は，前記第３の３で認めた金額（過失相殺後の損害額に

弁護士費用相当額を加えた額）及びこれに対する附帯請求の限度で理由があるからこれを

認容し，その余は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。 

 なお，仮執行宣言免脱の申立てについては相当でないからこれを付さないこととする。 

 

東京地方裁判所民事第４２部 

裁判官 太田多恵 裁判官 小泉敬祐 

裁判長裁判官木納敏和は転補のため署名押印することができない。 

裁判官 太田多恵 

 

 

●物件目録 

１ 所在 世田谷区α×丁目 

地番 ×××番× 

地目 宅地 

地積 １６２．９０平方メートル 

２ 所在 世田谷区α×丁目×××番地× 

家屋番号 ×××番× 

種類 居宅 

構造 木造瓦葺２階建 

床面積 １階 ６５．２７平方メートル 

    ２階 ３８．００平方メートル 

 

●課税額等一覧表 

＜省略＞ 


